
（平成２１年８月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 20 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 26 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 1576 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 59 年７月から同年 12 月までの期間、

63 年６月及び平成元年３月の国民年金保険料（昭和 63 年６月及び平成元

年３月については、付加保険料を含む。）については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59 年７月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 60 年２月から 62 年 12 月まで 

             ③ 昭和 63 年６月 

             ④ 平成元年３月 

    申立期間の国民年金保険料は、妻が定期的に納付し、税金が控除にな

るため、毎年納付したはずであり、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立期間前後の期間は過年度納付により納付済

みとなっている上、申立期間は６か月と短期間である。 

また、申立期間③及び④については、いずれも１か月と短期間であり、

申立期間前後は付加保険料を含み納付済期間となっている。 

一方、申立期間②については、申立人自身は、保険料の納付に関与して

おらず、保険料を納付したとする申立人の妻の記憶が不鮮明のため、具体

的な納付状況等が不明である。 

また、申立期間②は 35 か月と長期間であり、保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立期間のうち、昭和 59

年７月から同年 12 月までの期間、63 年６月及び平成元年３月の国民年金

保険料（昭和 63 年６月及び平成元年３月については付加保険料を含む。）

を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1577 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年７月から 41年３月までの期間及び 46年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年７月から 41 年３月まで 

             ② 昭和 46 年１月から同年３月まで 

社会保険庁の記録では、申立期間については、未納とされているが、

私は国民年金に加入したときに約２年間分さかのぼって納付して、未納

分が無くなったと記憶している。その後、自宅に徴収員が来て、妻と一

緒に納付していたのは間違いないので、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 41年 10月時点では、

申立人は、申立期間①を過年度納付することが可能であり、国民年金加入

時に約２年間分さかのぼって保険料を納付したとする申立人の主張と一致

する上、申立人の特殊台帳の記録よると、41 年４月から同年９月までの現

年度保険料を 41 年 10 月 31 日に納付していることが確認できることから、

申立人は申立期間①について、国民年金保険料を納付していたと考えるの

が自然である。 

また、申立人は、昭和 41 年４月以降、申立期間②を除き、すべて納付済

みであり、申立期間②は３か月と短期間である。 

さらに、申立人及びその妻は、納付日が確認できる平成４年４月以降、

すべて同じ日に納付しており、申立人の妻は昭和 44 年４月以降、申立期間

②を含みすべて納付済みである。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1578 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年１月から同年３月まで 

    申立期間当時、私は、父親の経営していた事業所の手伝いをしており、

父親が国民年金保険料を納付していたが、申立期間が未納となっている

のは納得がいかないので記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年４月以降、申立期間を除き、国民年金加入期間につ

いて、国民年金保険料をすべて納付している上、申立期間は３か月と短期

間である。 

また、申立人が所持している国民年金手帳により、昭和 42 年度から 46

年度までの期間の保険料は納付期限内に納付されていることが確認できる。 

   さらに、申立期間に近接する昭和 41年４月から同年 12月までの期間が、

社会保険事務所において平成 21 年２月 20 日に未納から納付済みに追加処

理されていることから、申立期間当時、行政側の記録管理が適正に行われ

ていなかった可能性がうかがえる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1579 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 63 年 10 月から平成元年３月までの期間及び平成元年６月

から２年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63 年 10 月から平成元年３月まで 

         ② 平成元年６月から２年３月まで 

私が 20 歳になったとき、私の母が、年金はとても大切なものなので仕

事のため行くことのできない私に代わり、Ａ市役所Ｂ支所で私の国民年

金加入手続を行い、国民年金保険料は私が母に渡し、母が兄の保険料と

一緒にＣ駅前にある郵便局で納付していた。申立期間について、兄の保

険料は納付済みとなっているのに私の保険料が未納となっているのは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は 20 歳到達月から国民年金保険料を納付しており、申立期間①及

び②の前後の国民年金加入期間の保険料は納付済みとなっている上、申立

期間は合わせて 16 か月と比較的短期間である。 

また、申立人は保険料を申立人の母に預け、申立人の母が申立人の兄の

保険料と一緒に郵便局で納付していたと主張しているところ、申立人の兄

は申立期間①及び②の保険料が納付済みとなっており、申立人の申立期間

の保険料が納付されていなかったと考えるのは不自然である。 

さらに、平成 15 年 10 月からは付加保険料を合わせて納付していること

から、申立人の保険料の納付意識の高さがうかがえる。  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1580  

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 62 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月から同年６月まで 

私は妻とともに国民年金に加入した。加入後の国民年金保険料は妻が

二人分を納付しており、妻によると保険料納付は遅れがちであったが、

きちんと二人分を納付し、昭和 62 年４月から６月の保険料も督促されて

納付したとのことであり、申立期間が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の妻とともに国民年金に加入し、妻によると国民年金

保険料の納付は遅れがちであっても、きちんと二人分を納付していたと主

張するところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年１月に夫婦連

番で払い出されており、納付記録においても過年度納付による納付状況が

みられ、申立内容に特段の不自然さは認められない上、申立期間前後の保

険料は納付済みとなっており、申立期間以後は保険料の未納が一切無いこ

とから、保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人は申立期間を含む昭和 62 年度分の保険料については、督促

を受けて、定期預金を解約する等により保険料を捻出し、一括して納付し

たと主張しているところ、管轄していた社会保険事務所では昭和 62 年当時

においては、過年度保険料を１年間分まとめて請求していたとの確認が得

られたことから、申立人が 62 年度の保険料のうち９か月分のみ納付し、３

か月分を未納のままとしたとは考え難く不自然である。 

その他の事情を総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1581  

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 62 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月から同年６月まで 

私は母親から年金は払えるのであれば払っておいた方が良いと言わ 

れていたこともあり、国民年金に加入し国民年金保険料の納付は遅れる

こともあったが、申立期間については夫の保険料とともに納付しており、

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の夫とともに国民年金に加入し、国民年金保険料の納

付は遅れがちであっても、きちんと二人分を納付していたと主張するとこ

ろ、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 53 年１月に夫婦連番で払い出さ

れており、納付記録においても過年度納付による納付状況がみられ、申立

内容に特段の不自然さは認められない上、申立期間前後の保険料は納付済

みとなっており、申立期間以後は保険料の未納が一切無いことから、保険

料の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人は申立期間を含む昭和 62 年度分の保険料については、督促

を受けて、定期預金を解約する等により保険料を捻出し、一括して納付し

たと主張しているところ、管轄していた社会保険事務所では昭和 62 年当時

においては、過年度保険料を１年間分まとめて請求していたとの確認が得

られたことから、申立人が 62 年度の保険料のうち９か月分のみ納付し、３

か月分を未納のままとしたとは考え難く不自然である。 

その他の事情を総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



千葉国民年金 事案 1582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年 10月から 41年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

  

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年 10 月から 41 年３月まで 

    私は、20 歳前に結婚してすぐ国民年金に入ろうと思いＡ市役所Ｂ支所

へ行ったら、20 歳にならないと入れないと言われた。20 歳になった昭和

38 年 10 月ごろに加入手続を行い、毎月集金に来ていた地区の組長に私

と夫と義父母の４人分の国民年金保険料を支払っていた。申立期間の保

険料は納付したはずであり、夫と義父母が納付済みとなっているのに、

私だけが未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚してすぐに国民年金に加入しようとしたが、市役所職員

から 20 歳にならないと加入できないと言われ、20 歳になった昭和 38 年 10

月ごろ加入手続を行ったと主張していることには信憑
しんぴょう

性が認められ、当時

同居していた夫及び義父母は、国民年金制度が発足した 36 年４月から納付

済みとなっていることを考え併せると、申立人の家族が自分たちの国民年

金保険料を納付しながら、嫁である申立人の国民年金への加入に無関心で

あったとは考え難く、申立人が申立期間に国民年金に加入し、保険料を納

付していたと考えるのが自然である。 

   また、申立人は、申立期間以後の期間はすべて納付済みであり、納付年

月日が確認できる昭和 58 年以降は、ほぼ期限内に納付していることから、

年金制度への理解と納付意識の高さが認められる。 

さらに、昭和 38 年当時、Ａ市では、自治会、民生委員、納税組合が保険

料を集金していたことを確認済みであり、申立人の保険料納付に関する記

憶は具体的で、信憑性が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 1583  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年３月 

         ② 昭和 45 年８月から同年 10 月まで 

         ③ 昭和 48 年７月から 50 年７月まで 

    申立期間②及び③については、私は、昭和 55 年６月にそれまでの未納

期間がすべて無くなるということで特例納付をして安心していたのに、

未加入期間があるのは納得がいかない。 

また、申立期間①については、昭和 55 年６月に特例納付をしたのに、

脱退手当金支給済期間であるとして還付されたが、国民年金の納付済期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ａ市の国民年金被保険者名簿及び社会保険事

務所が保管する特殊台帳により、申立人は、申立期間①を含む昭和 38

年３月から 42 年３月まで特例納付したことが確認できるものの、38 年

３月については厚生年金保険に加入していたことが判明したため、国民

年金被保険者となり得る期間でないことから平成 15 年８月 11 日に還付

決議が行われ、同年９月 19 日に申立人の口座に還付金が振り込まれてい

る。 

しかし、この厚生年金保険加入期間は、脱退手当金が支給されており、

年金額の計算の基礎にならず年金給付がなされない期間であり、申立人

が国民年金保険料を納付してから還付までに 20 年以上が経過している

ことなどを踏まえると、申立人の国民年金の受給期待権は尊重されるに

値すべきものと考えられ、被保険者となり得ないことを理由に、申立期



間①の被保険者資格を認めず納付済期間としないのは、信義則に反する

ものと考えられる。 

 

  ２ 申立期間②及び③については、社会保険庁の記録により、申立人は、

昭和 45 年８月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していること

が確認できるが、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿において、50 年

８月８日に任意で再加入するまでの間に国民年金の被保険者資格の得喪

が記録されておらず、申立人の所持する国民年金手帳においても、45 年

４月１日に国民年金の被保険者資格の喪失以降、国民年金被保険者資格

の取得に係る記載は無いことから、申立期間②のうち 45 年８月から同年

９月までの期間は、国民年金未加入期間であり、申立期間②のうち同年

10 月及び申立期間③は、任意の国民年金未加入期間である。したがって、

強制加入期間を対象とする特例納付制度を利用して、申立期間②及び③

に係る国民年金保険料を納付することは制度上できない。 

    また、申立人は、申立期間②及び③に係る国民年金の加入手続に関す

る記憶が無く、このほか、申立期間の保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間について保険料が納付

されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 38 年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



千葉厚生年金 事案 1020 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年８月 21 日から 37 年３月 16 日まで 

         ② 昭和 37 年５月 29 日から同年９月 26 日まで 

         ③ 昭和 37 年９月 26 日から 38 年３月 31 日まで 

         ④ 昭和 38 年４月 18 日から 39 年２月 12 日まで 

         ⑤ 昭和 39 年７月６日から 40 年４月 21 日まで 

    私はＡ社Ｂ工場を退職してすぐに、将来の年金のことを考え夫婦共に

国民年金に加入しており、申立期間の厚生年金保険加入期間については、

脱退手当金を請求した覚えも、受け取った覚えも無いので、これらの期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間における最終事業所での厚生年金保険加入期間は脱退手当金の

請求要件である 24 か月に満たない９か月であるとともに、当該事業所の

申立人の被保険者原票の前後で管理されている女性で、脱退手当金の受給

要件を満たしている 11 人のうち、脱退手当金の支給記録がある４人の資

格喪失日から支給決定日までの期間は最短で５か月、最長で 31 か月とな

っていることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求した

とは考え難い。 

また、申立人は脱退手当金が支給決定されたとされる昭和 41 年２月 21

日には、既に国民年金に加入して国民年金保険料を納付しており、申立期

間後も 60 歳まで、６か月の未納及び 12 か月の保険料免除期間を除き国民

年金保険料をすべて納付していることから、申立人が脱退手当金を請求す

る意思を有していたとは認め難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



千葉厚生年金 事案1021 

 

第１ 委員会の結論  

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 44 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年11月１日から４年11月30日まで 

    私の平成３年11月から４年10月までの標準報酬月額が、知らないうち

に引き下げられている。標準報酬月額が訂正されていることについては

全く心当たりが無いので、引き下げられた標準報酬月額を正当なものに

戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成４年 11 月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌

月の同年 12 月４日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が３年 11 月から

４年 10 月までの期間について 44 万円から 11 万円に遡及
そきゅう

して訂正されて

いることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行

うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により役員でなかったことが

確認できる上、元同僚は、「申立人は、営業関係の仕事についており、社

会保険関係の手続には全く関わっていなかった。」と証言していることか

ら、当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、44万円と訂正することが必要である。 



千葉厚生年金 事案 1022 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は平成５年８月 17 日、資格喪失日は

６年３月 13 日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、12 万 6,000 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年８月 17 日から６年３月 13 日まで 

申立期間については、Ａ社に勤務し、厚生年金保険料を控除されてい

たので、当該期間について被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、社会保険庁のオンライン記録により、平成５年８月３日に新規

に厚生年金保険の適用事業所となり、同年８月 17 日に申立人が厚生年金

保険の被保険者資格を取得した旨の届出を行ったことが認められるところ、

その７か月後の６年３月 29 日付けで適用事業所としての資格がさかのぼ

って取り消され、同日に申立人を含む９人の被保険者資格の取消しが行わ

れているが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合理的

な理由は見当たらない。 

また、雇用保険の加入記録により、申立人は、当該事業所に平成５年８

月 17 日から６年３月 12 日まで継続して勤務していたことが確認できる上、

申立人と同じ期間について雇用保険の加入記録があり、かつ、申立人と同

じく厚生年金保険の資格取得をさかのぼって取り消されている元同僚は、

申立期間に係る給与明細書を所持しており、事業主により厚生年金保険料

を給与から控除されていたことが確認できることから、申立人についても

給与から厚生年金保険料が控除されていたことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該事業所の適用の取消し及び申立人の



被保険者資格の取消しは有効なものとは認められず、資格取得日は社会保

険事務所の取消前の記録から平成５年８月 17 日、資格喪失日は雇用保険

の離職日の翌日である６年３月 13 日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険庁の取消前の記録

から、12 万 6,000 円とすることが妥当である。 



千葉厚生年金 事案 1023 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成５年４月１日から７年２月 18 日までの

期間について、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該

期間に係る標準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 53 年４月１日から７年２月 18 日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が、実際の給与から控除されていた

厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。

私は職人であり、社会保険関係の事務手続に関与する立場ではなかった

ので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成７年２月 18 日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その３か

月後の同年５月８日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が５年４月から

７年１月までの期間について 53 万円から 20 万円に遡及
そきゅう

して訂正されてい

ることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行う

べき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、雇用保険に加入し、当該事業所の閉鎖事項全部証明書

により取締役でなかったことが確認できる上、元庶務担当の従業員は「遡

及訂正処理は、事業主と総務担当職員の二人が行っていたので、申立人は

関与していなかったと思う。」と証言していることから、申立人は当該標

準報酬月額の遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間のうち平成５年４月から７年１月までの

期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとお

り、53 万円と訂正することが必要である。 

一方、Ａ社が委託していた労務管理事務所から提出のあった事業所台帳

により、申立人の標準報酬月額は昭和 53 年が 30 万円、54 年が 24 万円、



平成４年から５年までが 53 万円と記載されており、社会保険事務所が保

有する当該事業所の厚生年金保険被保険者名簿の申立人の標準報酬月額の

記録及び社会保険庁のオンライン記録と一致する。 

また、上記労務管理事務所は、申立人の昭和 55 年以降平成３年までの

標準報酬月額については、事業所台帳を紛失しており提出できないと回答

しているが、提出された事業所台帳及び受託内容から、申立人の昭和 55

年以降平成３年までの標準報酬月額は、社会保険事務所及び社会保険庁の

オンライン記録と一致していたものと推認できる。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録において、申立人の標準報酬月額

が遡及訂正された形跡はない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の申立期間のうち昭和 53 年４月１日から平成５年４月１日までの

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



千葉厚生年金 事案 1024 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 19 年 10 月１日から 22 年６月１日ま

での期間について厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を 19 年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 19 年 10 月から

21 年３月までは 120 円、同年４月から 22 年５月までは 300 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年 12 月１日から 22 年６月 1 日まで 

私は、昭和18年12月１日にＢ社に入社しＣ（外国の地名）にて勤務し

ていたところ、８か月後の19年８月ごろにＤ（外国の地名）へ転勤を命

じられ赴任した。以後、大東亜戦争最中に海軍の業務に従事させられ、

21年５月１日に帰国船にてＥ港に入港しＦ本社に戻り23年２月10日に退

職したが、入社から退職まで戦時中も含め一所懸命働いてきたのに、18

年12月１日から22年６月１日までの厚生年金保険の被保険者記録が無い

のは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

退職者台帳、事業主の照会回答及び申立人の申立内容から判断すると、

申立人が、昭和 18 年 12 月１日からＡ社に継続して勤務し、申立期間中の

19 年 10 月１日から厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社において申立期間に被

保険者であった同年代の者の標準報酬月額の推移から、昭和 19 年 10 月か

ら 21 年３月までは 120 円、同年４月から 22 年５月までは 300 円とするこ

とが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 18 年 12 月１日から 19 年 10 月１日までの

期間について、申立人は、戦中戦後を通じ主な業務は経理担当であったが、

必要に応じてＧ等の業務に従事したと述べていることから、労働者年金保

険の被保険者ではなかったものと考えられる。 

このほか、申立期間において、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、昭和 18

年 12 月１日から 19 年 10 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1025 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10 月１日から３年６月 30 日まで 

    私は、昭和 62 年 11 月１日から平成３年６月 30 日まで、Ａ区Ｂに在

ったＣ社に勤務し、その間、厚生年金保険に加入していたが、今般、Ｄ

社会保険事務所から４年６月９日付けで、２年 10 月１日に算定された

標準報酬月額 53 万円が 38 万円に訂正されている旨連絡があった。事業

主から当該減額について説明を受けた記憶が無いので、調査の上、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社は、平成３年６月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、社会保険庁のオンライン記録により、翌年の４年６月９日付

けで、申立人の標準報酬月額の記録が２年 10 月から３年５月までの期間

について 53 万円から 38 万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる

が、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合理的理由は見

当たらない。 

また、申立人は、Ｃ社の法人登記簿により申立期間当時取締役であった

ことが確認できるが、申立人は、「入社後は、Ｅ（職種名）を担当し、Ｆ

という業務を担当していた。」と述べており、事業主も、厚生年金保険関

係事務は、親会社であるＧ社の経理担当者に担当させていた旨供述してい

ることから、申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正に関与していないと認

められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、53 万円と訂正することが必要である。 



千葉厚生年金 事案 1026 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額の記録を平成５年４月から６年 10 月までは 53 万円、同

年 11 月から７年１月までは 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 平成５年４月１日から７年２月 18 日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与か

ら控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違している

ことが分かった。同社では取締役に就任していたが、私はＢ（職種）の

職人であり、社会保険関係の事務手続に関与する立場ではなかったので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

  Ａ社は、平成７年２月 18 日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その３か

月後の同年５月８日付けで、申立人の標準報酬月額が５年４月から６年

10 月までの期間については 53 万円から、同年 11 月から７年１月までの

期間については 59 万円から、それぞれ 11 万円に遡及
そきゅう

して訂正されている

ことが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべ

き合理的理由は見当たらない。 

また、当該事業所の閉鎖事項全部証明書により、申立人は取締役であ

ったことが確認できるが、申立人は、「私は、取締役でしたが、Ｃ工場

で職人としてＢをしており、本社に行くのは工場の従業員の給与をまと

めて取りに行くぐらいでした。」と述べており、元庶務担当の従業員も

「遡及訂正処理は、事業主と総務担当職員の二人が行っていたので、申

立人は関与していなかったと思う。」と証言していることから、申立人

は当該標準報酬月額の遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なもの



とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出たとおり、平成５年４月から６年 10 月までは

53 万円、同年 11 月から７年１月までは 59 万円と訂正することが必要で

ある。 



千葉厚生年金 事案 1027 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から５年３月１日まで 

    私は、平成４年７月１日から５年３月１日まで、Ａ区Ｂに在ったＣ社

に勤務し、厚生年金保険に加入していたが、今般、Ｄ社会保険事務所か

ら、その間の標準報酬月額が６年１月 11 日付けで 53 万円から 26 万円

に減額訂正されている旨の説明を受けた。事業主から当該訂正に関する

説明を受けた記憶が無いので、調査の上、訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社は、平成５年７月 28 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、社会保険庁のオンライン記録により、翌年の６年１月 11 日

付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、４年７月から５年２月までの

期間について 53 万円から 26 万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認

できるが、社会保険事務所において、このような処理を行うべき合理的

理由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖事項全部証明書により役員ではな

いことが確認できること、及び当該事業所において雇用保険に加入して

いることから、従業員であったと推認できる上、上記遡及訂正は、申立

人が当該事業所を離職した日の平成５年２月 28 日から約 11 か月後に行

われており、申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していな

いと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なもの

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出たとおり、53 万円と訂正することが必要であ

る。 



千葉厚生年金 事案 1028 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成３年 12 月１日から５年 11 月 30 日まで 

    社会保険庁の記録では、平成３年 12 月１日から５年 11 月 30 日まで

の厚生年金保険加入期間の標準報酬月額が８万円となっているが、私が

当時受け取っていた月給は 65 万円から 68 万円ぐらいであったと記憶し

ているので、当該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成５年 11 月 30 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の同年 12 月 15 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が平成３年 12 月

から５年 10 月までの期間について 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正され

ていることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を

行うべき合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により取締役であったこ

とが確認できるが、申立人自身は、「私は、Ｂ係に所属し、Ｃ（職種）を

担当していて、社会保険の手続には全く関与していなかった上、取締役会

で厚生年金保険に関連する決議や報告は一切無かった。」と供述しており、

元事業主も、申立人の供述に相違ないことを文書で認めていることから、

申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、53 万円と訂正することが必要である。 



千葉厚生年金 事案 1029 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における資格取得日は、昭和 44 年５月 17 日であると認め

られることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係

る記録を訂正することが必要である。 

 なお、標準報酬月額については、昭和 44 年５月から同年９月までは４

万 2,000 円、同年 10 月は６万円、同年 11 月から 45 年７月までは７万

6,000 円、同年８月及び同年９月は９万 2,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年５月 17 日から 45 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 44 年５月にＢ社に入社し、以後 46 年 12 月までＢ社Ｃ営

業所に継続して勤務していた。厚生年金基金では、44 年５月から 46 年

12 月までを加入員期間と認めているのに、社会保険事務所の記録では

44 年５月から 45 年９月までが厚生年金保険の被保険者期間となってい

ないのは、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金基金の加入記録、事業主の回答及び元同僚の証言により、申立

人は昭和 44 年５月２日から 46 年 12 月 16 日まで、Ｂ社及びその子会社で

あるＡ社に継続して勤務し、申立期間においては、Ａ社に勤務していたこ

とが認められる。 

また、当該事業所は、申立期間当時、厚生年金保険被保険者の資格の得

喪等の届出については、３枚複写様式を使用し、厚生年金基金、健康保険

組合及び社会保険事務所の３か所に同じ書類を提出していたと供述してい

ることから、厚生年金保険加入記録と厚生年金基金加入記録が異なってい

るのは不自然である。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 44 年５月 17 日

にＡ社における厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保

険事務所に行ったことが認められる。 



なお、申立期間の標準報酬月額は、厚生年金基金の記録から、昭和 44 年

５月から同年９月までは４万 2,000 円、同年 10 月は６万円、同年 11 月から

45 年７月までは７万 6,000 円、同年８月及び同年９月は９万 2,000 円とす

ることが妥当である。 



千葉厚生年金 事案 1030 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年９月１日から９年 12 月 23 日まで 

    私は、平成８年９月１日から９年 12 月 23 日までＡ社で厚生年金保険

に加入しており、その間の標準報酬月額が知らないうちに下げられてい

た。社会保険事務所の記録には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成９年 12 月 23 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の 10 年１月 19 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が８年９月から９

年 11 月までの期間について 59 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正され

ていることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を

行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、取締役であったことが

確認できるが、雇用保険に加入し、複数の元同僚が「申立人は、役員とは

名ばかりで、Ｂ（職種）担当として現場で作業し、社会保険事務を含めた

経理及び会社経営には関わっていない。」と証言していることから、申立

人は当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、59 万円と訂正することが必要である。 



千葉厚生年金 事案 1031 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の記録を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年９月１日から９年 12 月 23 日まで 

    私は、平成８年９月１日から９年 12 月 23 日までＡ社で厚生年金保険

に加入しており、その間の標準報酬月額が知らないうちに下げられてい

た。社会保険事務所の記録には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成９年 12 月 23 日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その翌月

の 10 年１月 19 日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が８年９月から９

年 11 月までの期間について 59 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正され

ていることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を

行うべき合理的理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、取締役であったことが

確認できるが、複数の元同僚が「申立人は、役員とは名ばかりで、Ｂ（職

種）をしており、社会保険事務を含めた経理及び会社経営には関わってい

ない。」と証言していることから、申立人は当該標準報酬月額の遡及訂正

処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、59 万円と訂正することが必要である。 



千葉国民年金 事案 1584 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年２月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年２月から 50 年３月まで 

社会保険庁の記録では、昭和 42 年２月から 50 年３月までが未納とさ

れているが、当時、私はＡ（地名）の事業所で勤務し、Ｂ区役所から送

られてきた納付書を持って、区役所の窓口やＣ銀行Ｄ支店（当時）で保

険料を納付していたのは間違いないので、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、区役所から郵送された納付書により、現年度保険料を納付し

たと主張しているが、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿から、

申立人の手帳記号番号が払い出されたのは昭和 51 年 10 月であることが確

認でき、その時点では、申立期間のうち 49 年６月以前は時効により保険料

を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

また、国民年金の加入状況、保険料の納付場所、金額、納付方法等につ

いての申立人の記憶が明確ではなく、保険料の納付状況等が不明である。 

さらに、申立期間は 98 か月と長期間である上、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1585 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年４月から同年 11月までの期間及び 49年２月から同年

４月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年４月から同年 11 月まで  

             ② 昭和 49 年２月から同年４月まで 

    申立期間については、Ａ市かＢ市の市役所へ夫と一緒に行って私が国

民年金保険料を納付し、車の中で夫と「額が少なくてよかった。」と言い

ながら帰って来たのを覚えているので、未納と記録されていることには

納得がいかない。    

    

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、申立人の申立期間当時の国民年金の資格記

録は、旧国民年金手帳記号番号である****-******で管理されていたが、昭

和 48 年１月にＡ市へ転出以降、申立人の住所が不在扱いとなっていたこと

が推認できる。 

   また、申立人がＡ市へ転出後、申立人に****-******の手帳記号番号が新

たに払い出された際の資格記録は、昭和 49 年５月 18 日に任意加入となっ

ており、その日に申立人は国民年金の加入手続をしたことが確認できる上、

申立人が所持している「昭和 49 年度国民年金印紙売捌代金納入通知書兼領

収証書」では、申立期間のうち 49 年４月分の保険料は納付されていないこ

とが確認できる。 

   さらに、申立期間当時の国民年金手帳及び保険料の納付状況については、

申立人からの具体的な供述が得られない上、申立期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（確定申告書、家計簿等）も無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1586 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年６月から 59年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年６月から 59 年８月まで 

    昭和 47 年６月、結婚入籍とともにＡ市役所で国民年金の任意加入手続

を行い、国民年金保険料を納付したはずである。年金手帳にも 47 年６月

10 日から 59 年９月 18 日まで任意加入期間と記載してある。社会保険庁

の記録が保険料を納付したことになっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険庁に記録されている申立人の国民年金納付記録以前

の昭和 47 年６月からＡ市において国民年金加入手続を行い、国民年金保険

料を納付していたと主張している。 

しかしながら、Ａ市が保管する申立人の国民年金被保険者名簿には、昭

和 47 年６月 10 日資格喪失、59 年９月 18 日資格取得と記録されており、

申立期間は被保険者資格の無い未加入期間で、社会保険庁の記録と一致し

ていることから、保険料を納付できない期間である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ市で昭和 59 年 11 月 9 日に

払い出されたことが確認でき、その時点では、申立期間のうち 57 年６月以

前は時効により保険料を納付できない期間である上、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が所持している年金手帳には、昭和 47 年６月 10 日に任

意加入で資格取得、59 年９月 18 日資格喪失と記載されておりＡ市の押印

がされているが、手帳記号番号の払い出しは 59 年 11 月９日であり、その

時点でさかのぼって任意加入することは制度上できないので、誤って記載

されたものと推認される。 

このほか、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立期間は 147 か月と長期間である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1587 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年９月から 55年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年９月から 55 年３月まで 

    私は、昭和 53 年９月に会社を退職し、同年９月に役場に国民年金の加

入手続に行き、同年９月分から国民年金保険料を納付したはずなのに、

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 55 年４月 30 日に払い出されて

いることが社会保険事務所の保管する国民年金手帳記号番号払出簿から確

認でき、申立人の手帳記号番号の前後の任意加入者の資格取得年月日から

も同時期に加入手続が行われたことが確認でき、申立期間は未加入期間で

あることから国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、Ａ町(現在は、Ｂ市)が保管している国民年金被保険者名簿による

と、申立人に係る資格取得年月日は、社会保険庁との記録と一致しており、

齟齬
そ ご

は見られない。 

さらに、申立人は交付されたはずの国民年金手帳についての具体的な記

憶が無く、保険料は３か月毎に納付したと申述しているものの、納付方法、

納付場所等についての記憶が曖昧
あいまい

で、納付状況は不明である。 

加えて、申立人が申立期間について国民年金に加入し、保険料を納付し

ていたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことを示す周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成６年４月から同年６月まで 

    私が会社勤めをやめた昭和 63 年２月ごろ、私の母が、年金はとても大

切だからと仕事で行くことのできない私に代わりＡ市役所Ｂ支所で国民

年金の加入手続及びその後の厚生年金保険と国民年金の切替手続を行い、

国民年金保険料は私が母に渡し、母がＣ駅前の郵便局から納付していた

のに申立の未納期間があるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入及び厚生年金保険との切替手続並びに国民年金

保険料の納付に直接関与しておらず、申立期間当時の状況を聴取すること

ができない上、手続及び納付を行ったとする申立人の母からも具体的な証

言を得ることができないことから納付状況等が不明である。 

また、申立人の被保険者記録照会によると、平成 10 年８月 19 日に厚生

年金保険被保険者記録が統合されたことにより、申立期間を含む６年４月

から 10 年６月までの資格記録訂正が行われたことが確認でき、申立期間当

時に厚生年金保険から国民年金への切替手続は行われておらず、当時は未

加入期間であったことが推認できる。 

さらに、平成 10 年８月時点においては、申立期間は既に２年以上を経過

しており、時効により保険料を納付することのできない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年１月から 43年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年１月から 43 年３月まで 

    私は、申立期間当時学生だったが、母からは、母が私に代わって国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付したと聞いている。申立

期間について、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時学生だった申立人に代わって、その母が国民年

金の加入手続及び国民年金保険料の納付を行ったと主張しているが、申立

期間当時における国民年金手帳記号番号払出簿を社会保険事務所で縦覧調

査した結果、申立人の手帳記号番号が払い出されていた形跡を確認するこ

とができない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与して

おらず、申立期間当時の国民年金手帳を一度も見たことがなく、母から当

該手帳を渡されたことはなかったと述べている上、申立人の国民年金の加

入手続及び保険料納付を行ったとする申立人の母は既に他界しており、申

立期間当時の納付状況等は不明である。 

さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）も無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1590 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年２月から 49年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

                   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月から 49 年 12 月まで 

    私は、昭和 49 年に、兄から特例で国民年金保険料の未納分が納付でき

ると教えられ、妻に依頼し、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、同

市役所かＢ銀行Ｃ支店で 40 万円近くを納付したが、申立期間について未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年に申立期間の国民年金保険料を納付したと主張して

いるが、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 50 年 12 月に払い出されて

いる上、その時点でも第２回目の特例納付実施期間中ではあるが、申立人

及び国民年金の加入手続を行ったとする申立人の妻も保険料の納付状況に

関する記憶が無く、納付したとする金額も申立期間の法定特例納付保険料

額とは大きく異なっている。 

   また、申立人が保険料の特例納付ができることを教えられたとする申立

人の兄は、既に他界しており､申立期間当時の証言を得ることはできず､申

立人の兄も第２回特例納付を行った形跡は無い。 

さらに、申立期間の保険料相当額の支出があったことをうかがわせる関

連資料(預金通帳、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料が納付

されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1591 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 44 年３月まで 

    私は、20 歳になったときからＡ区にある兄の事業所に住み込みで働い

ており、兄が、兄と私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

集金人に納付した。兄の事業所で修行中のいとこの保険料も兄があわせ

て納付した。 

    また、結婚してＢ区に転居した昭和 38 年４月以降は、自宅に来た集金

人に夫婦の保険料を納付し、集金人は手帳に四角いスタンプを押した。 

    加入当時からＢ区に住み始めたころの保険料が 100 円だったことを覚

えている。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年４月に申立人の兄が、兄と申立人の国民年金加入手

続を行ったと述べているが、申立人の兄、兄の妻、申立人の妹及び申立人

の兄と同居していた申立人の親族の国民年金手帳記号番号は、申立人がＢ

区に転出した後の 40 年 11 月以降にＡ区で４人連番で払い出されているこ

とが、国民年金手帳記号番号払出簿及び前後の任意加入者の資格取得年月

日により確認でき、申立内容と相違している。 

また、申立人の手帳記号番号は、Ａ区で昭和 44 年５月に、申立人の夫、

申立人及び申立人の夫の弟の３人連番で払い出されていることが、国民年

金手帳記号番号払出簿及び前後の任意加入者の資格取得年月日により確認

でき、その時点において 42 年３月以前の国民年金保険料は時効により納付

できない。 

さらに、申立人は、集金人に保険料を納付していたと申述しているが、

申立期間のうち、42 年４月から 44 年３月までの保険料は過年度保険料と



なるため、現年度保険料のみを収納する区の集金人に納付することはでき

ず、申立内容との相違がみられ保険料の収納状況は不明である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことを示す周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1592 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年４月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年４月から 44 年３月まで 

    私は、結婚を機に昭和 38 年４月に、初めて国民年金の加入手続をＡ区

役所で行った。加入後は自宅に来た集金人に夫婦の保険料を納付し、集

金人は手帳に四角いスタンプを押した。加入当時保険料が 100 円だった

ことを覚えている。申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｂ区で昭和 44 年５月に、申立人、申

立人の妻及び申立人の弟の３人連番で払い出されていることが、国民年金

手帳記号番号払出簿及び前後の任意加入者の資格取得年月日により確認で

き、その時点において 42 年３月以前の国民年金保険料は時効により納付で

きない。 

また、申立人は、集金人に保険料を納付していたと申述しているが、申

立期間のうち、昭和 42 年４月から 44 年３月までの保険料は過年度保険料

となるため、現年度保険料のみを収納する区の集金人に納付することはで

きず、申立内容との相違がみられ保険料の収納状況は不明である。 

さらに、昭和 38 年４月にＡ区役所で国民年金の加入手続を行ったと述べ

ているが、Ｃ社会保険事務所が保管する個人別の手帳記号番号払出簿にお

いて 38 年３月から同年 12 月までの期間について縦覧調査を行ったが、申

立人の氏名は確認できず、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる形跡も見受けられない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことを示す周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1593  

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 38年５月から 43年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年５月から 43 年３月まで 

私が 20 歳になったとき、母がＡ市で国民年金の加入手続をしてくれた。

私は学生で収入も無かったため、厚生年金保険適用の会社に入るまで母

が国民年金保険料を納付してくれていた。私の年金記録が未加入とされ

ていることは納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人が国民年金に任意加入した昭

和 48 年８月 17 日にＢ市から払い出されたものであり、申立期間について

氏名検索及び個人別国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査した結果、申

立人の名前は無く、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

また、申立人が加入手続を行った昭和 48 年８月時点で、申立期間は時効

により保険料を納付することはできない。 

さらに、加入手続と保険料の納付をしてくれていたとする申立人の母は

既に他界し、加入及び保険料納付の実態は不明であり、申立人もその母か

ら国民年金手帳を受け取った記憶は無いとしている上、申立期間の保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

保険料の納付をうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1594 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 46年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 50 年３月まで 

    私は、昭和 46 年３月に結婚したときに、妻が国民年金に加入していた

ので、私も結婚を機に国民年金保険料を納付し始めた。申立期間につい

て、妻だけが納付済みとなっていて私が未納となっていることは納得で

きない。 

                                                                     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の任意加入被保険者の加入時期か

ら、申立人は、昭和 50 年６月ごろに加入手続を行ったものと推認でき、申

立期間について氏名検索及び個人別国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調

査の結果、申立人の名前は無く、別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人が加入手続を行った昭和 50 年６月の時点で、申立期間のう

ち 48 年３月以前については、時効により保険料を納付できない。 

さらに、申立人は、現在所持している３冊のオレンジ色調の年金手帳以

外に別の色調の年金手帳の交付を受けた記憶は無いとしているが、昭和 46

年に加入しているとすれば、別の色調の国民年金手帳が発行されるはずで

あり、申立内容に不自然さが認められる。 

加えて、申立人は、国民年金の加入時期の記憶が無く、その妻も申立人

の加入に関する記憶は全く無いと述べている上、申立期間の保険料を納付

したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期

間の保険料を納付したことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉国民年金 事案 1595  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年６月から 38年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年６月から 38 年３月まで 

    私は、申立期間当時、実家で家業の手伝いをしていた。私の両親は、

私が 20 歳になったときに国民年金の加入手続をしてくれて、店先に来た

集金人に両親の分と共に私の国民年金保険料も払ってくれていたので、

申立期間が未納となっているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号の５番前の任意加入被保険者が昭和 39

年４月 21 日に資格取得していることから、申立人は同年４月ごろに加入手

続を行ったと推認でき、Ａ市の「国民年金被保険者カード」により、申立

人の資格取得届が同年４月 27 日に受付けられ、同年５月 14 日に社会保険

庁に進達されたこととも符合する。申立人は、39 年４月ごろに加入手続を

行った際、20 歳になった 36 年６月にさかのぼって強制で被保険者資格を

取得したものであり、それ以前に別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

   また、申立人が加入手続を行った昭和 39 年４月の時点で申立期間の一部

は時効により国民年金保険料を納付できない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付をしてくれていた

とする両親は既に他界し、加入及び保険料納付の実態は不明である上、申

立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを示す周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 1596 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 44年６月から 47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 昭和 44 年６月から 47 年３月まで  

私は、昭和 44 年６月にＡ社を退社して同年７月に国民年金の加入手続

をし、毎月、Ｂ区Ｃ地区センターに国民年金保険料を納付していた。区

役所から送られてきたはがきくらいの納付書に現金を添えて納付した。

そのときの領収書は無いが、自分で納付したことをメモしていた。申立

期間について未納となっているのは納得できず、納付済期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｄ社会保険事務所が保管する「国民年

金手番払出日メモ」により、昭和 46 年 12 月 22 日以降に払い出されたこと

が確認でき、氏名検索及び個人別国民年金手帳記号番号払出簿（44 年５月

から同年８月まで）の縦覧調査の結果、申立人が主張する 44 年当時に別の

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人が加入手続を行った昭和 46 年 12 月以降の時点で、申立期間

の一部は時効により国民年金保険料を納付することはできず、申立人は過年

度納付で一括して保険料を納付した記憶は無いとしている。 

さらに、申立人が提出したメモには、「44.６～47.３迄未納」と記載され

ており、社会保険庁のオンライン記録と符合する上、同メモには、国民年金

及び厚生年金保険の加入月数が記載されているのみで、保険料の納付年月日、

納付金額及び納付方法等に関する記載は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保

険料を納付したことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



千葉国民年金 事案 1597 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の昭和 40 年７月から 41 年４月までの期間及び 44 年６月から 47

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年７月から 41 年４月まで  

② 昭和 44 年６月から 47 年３月まで 

私の夫は、昭和 44 年６月にＡ社を退社し、同年７月に夫婦二人分の

国民年金の加入手続をし、国民年金保険料も毎月、Ｂ区Ｃ地区センター

に納付してくれていた。申立期間について未納となっていることに納得

がいかず、夫のメモからも未納は無かったと思うので、納付済期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、Ｄ社会保険事務所が保管する「国民

年金手番払出日メモ」により、昭和 47 年３月４日以降に払い出されたこと

が確認でき、氏名検索及び個人別国民年金手帳記号番号払出簿（申立期間

①及び 44 年５月から同年８月までの期間）の縦覧調査の結果、申立期間①

及び 44 年当時に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

また、申立人が加入手続を行った昭和 47 年３月以降の時点で、申立期間

①及び申立期間②の一部は時効により国民年金保険料を納付することはで

きず、申立人の夫は過年度納付で一括して保険料を納付した記憶は無いと

している。 

さらに、申立人の夫が提出したメモには、申立人について「未納 40．７

～41.４、44.６～47.３」と記載されており、社会保険庁のオンライン記録

と符合している上、同メモには、保険料の納付年月日、納付金額及び納付

方法等に関する記載は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことを示



す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1032 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月から７年４月まで 

私は、申立期間については、Ａ社に正社員として勤務し、厚生年金

保険に加入していたので、未加入となっていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務して

いたことが確認できる。 

   しかしながら、当該事業所は平成 10 年６月１日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっているため、当時の事業主等から、申立期間の厚生

年金保険の適用、厚生年金保険料の控除の状況を確認できる関連資料や

証言を得ることができず、同僚等からの証言も得られなかった。 

   また、当該事業所が加入していたＢ健康保険組合は、「申立人の申立期

間における被保険者記録が名簿に無い。」と回答している上、申立人は

申立期間において、国民年金の第３号被保険者の記録となっている。 

さらに、申立人が申立期間において、事業主により厚生年金保険料を

控除されていたことを確認できる給与明細書等の関連資料及び周辺事情

が無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1033 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 11 月１日から７年２月 22 日まで 

私の標準報酬月額が平成５年 11 月より引き下げられているが、標準

報酬月額変更の届出をした覚えが無いので納得がいかない。元の標準

報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成７年２月 22 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるが、社会保険庁のオンライン記録より、その翌月の同年３月６日付け

で、申立人の標準報酬月額の記録が５年 11 月から６年 10 月までの期間に

ついては 53 万円から、同年 11 月から７年１月までの期間については 59

万円から、それぞれ９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認で

きる。 

   しかし、当該事業所の閉鎖登記簿謄本及び申立人の供述により、申立人

は取締役であり、代表取締役の妻であったことが確認できる。 

   また、申立人は、社会保険事務所による質問応答書において、社会保険

料の滞納があったことを認めている上、社会保険関係の手続を行っていた

代表取締役は、当該標準報酬月額の遡及訂正が行われた平成７年３月６日

より半月前の同年２月 21 日に他界していることから、代表取締役の妻で

あり取締役であった申立人が当時、社会保険事務所への届出に必要になる

代表者印を管理していたと考えられることから、申立人が当該標準報酬月

額の訂正の届出に関与していなかったとは認め難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、取締役である申立人が自らの標準

報酬月額の訂正処理に関与しながら、その処理が有効なものでないと主張

することは、信義則上許されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の

記録を訂正する必要は認められない。 



千葉厚生年金 事案 1034 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月１日から 41 年４月１日まで 

社会保険事務所で年金記録を調べてもらったところ、Ａ社で勤務し

ていた期間の記録に誤りがある。私はＢ（地名）にある同社に昭和 37

年４月に入社し、当初はＣ県Ｄ市の自宅から通勤していたが、半年くら

いした秋ごろに職場に近いＥ（地名）の寮に移り２年半くらい寮に住ん

でいた。当時、健康保険証を使って歯の治療をした記憶もあるので、年

金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言及び申立人が提出した昭和 38 年の新年会の写真の

写しから、申立人が申立期間においてＡ社で勤務していたことは推認でき

る。 

しかし、申立人が名前を挙げた元同僚のうち連絡の付いた３人は、いず

れも本人が記憶する入社時期から約２年から４年経過後に、当該事業所に

おける厚生年金保険の被保険者資格を取得していることから、当該事業所

では、入社後すぐに厚生年金保険に加入させていたとは言えない状況がう

かがえる。 

また、当該事業所は、昭和 50 年５月１日に適用事業所でなくなってお

り、申立期間当時の申立人の勤務実態が不明である上、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案1035 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年４月１日から平成６年11月１日まで 

    私の申立期間の標準報酬月額が実際よりも低くなっているが、事業の

悪化で厚生年金保険料の支払いが難しく、社会保険事務所に相談したこ

とはあるものの、私の標準報酬月額を下げる手続をしたことは無いので、

私の標準報酬月額の記録を元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成 10 年３月１日に休業を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているが、社会保険庁のオンライン記録により、その翌日の同

年３月２日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が昭和 61 年４月から 63

年９月までの期間については 30 万円から６万 8,000 円に、同年 10 月から

平成元年８月までの期間については 34 万円から６万 8,000 円に、同年９

月から同年 11 月までの期間については 47 万円から６万 8,000 円に、同年

12 月から２年９月までの期間については 47 万円から８万円に、同年 10

月から５年 11 月までの期間については 53 万円から８万円に、同年 12 月

から６年９月までの期間については 41 万円から８万円に、同年 10 月につ

いては９万 2,000 円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認でき

る。 

しかし、申立人は、当該事業所の履歴事項全部証明書により、代表取締

役であったことが確認できる。 

    また、申立人は、社会保険事務所による質問応答書において社会保険料

の滞納があったことを認めている上、社会保険事務所への届出に必要とな

る代表者印については、「自分と経理を担当していた妹が持っていた。手

提げ金庫に入れて机の中に保管していた。」旨の説明をしており、社会保



険事務所では、「標準報酬月額の遡及訂正を行う場合、必ず会社の代表者

印が押印された届書を提出する必要がある。」と回答していることから、

代表取締役である申立人が当該標準報酬の訂正に関与していなかったとは

認め難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、代表取締役である申立人が自らの

標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと

主張することは、信義則上許されず、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を訂正する必要は認められない。 

 



千葉厚生年金 事案1036 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正９年生 

住    所 ：  

                  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年７月21日から平成９年12月31日まで 

私は、昭和52年５月からＡ社に勤務していたが、退職していないのに

途中から厚生年金保険の加入記録が無くなっているので、訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務していたと主張してい

る。 

しかしながら、当該事業所から提出された健康保険・厚生年金保険資格

喪失確認通知書（写）及び雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写）か

ら、申立人が昭和57年７月20日に同社を退職したことが確認でき、社会保

険事務所の記録と符合する。 

また、当該事業所は、「当時の事業主は既に他界し、申立人の申立期間

における勤務実態は不明であるが、申立人が退職後も仕事をさせてほしい

と来所したことがあり、申立期間はアルバイトだったのではないか。」と

供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   



千葉厚生年金 事案 1037 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年ごろから 33 年 10 月ごろまで 

② 昭和 33 年 10 月ごろから 35 年６月 11 日まで 

    私は、中学校卒業後、約２年間大工修行をした後、昭和 32 年ごろか

らＡ県Ｂ市（現在は、Ｃ市）のＤ社に住み込みで勤務し、33 年９月 20

日に普通自動車免許を取得後、Ｅ区のＦ事業所に転職し、35 年６月 11

日まで勤務していた。これらの期間が厚生年金保険被保険者期間として

認められないのは納得できないので、再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ｄ社の事業主は「申立人が住み込みで勤務して

いたことを覚えている。」と回答していることから、申立期間①において

勤務していたことは推認できるが、社会保険事務所の記録により、当該事

業所は、厚生年金保険の適用事業所としては確認できない上、事業主も厚

生年金保険に加入していなかったと供述している。 

   申立期間②については、申立人は、申立期間②に係る事業所名を正確に

覚えていないが、申立人が記憶している当時の事業内容及び保管していた

写真等から、時期は特定できないが、Ｇ社（現在は、Ｈ社）に勤務してい

たことは推認できる。 

   しかし、社会保険事務所が保管するＧ社の厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、昭和 31 年９月から 33 年 12 月まで被保険者期間を有する元従業

員は、申立人のことは覚えていないと述べている上、Ｈ社の事業主は、申

立期間②当時の記録を保管しておらず、申立人の勤務実態は確認できない

と回答している。 

   さらに、当該事業所の上記名簿の申立期間②において申立人の氏名は無



く、健康保険の整理番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落した

ものとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間において厚生年金保険料の控除を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1038 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年８月 25 日から 43 年２月１日まで 

私は、昭和 42 年７月１日からＡ市役所の臨時職員として勤務してい

たが、隣の課の課長の紹介でＡ市内にあったこの課長の義弟が経営する

Ｂ社において同年８月 25 日から 43 年２月１日まで勤務したのに、この

期間が厚生年金保険被保険者期間となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市内にあったＢ社に勤務したと主張しているが、社会保険

事務所の記録では、申立人の主張する事業所名は、同市内に所在する厚

生年金保険の適用事業所としては確認できない上、同市を所管する地方

法務局支局は、申立人が主張する事業所名は、管内での登記は見当たら

ないと回答しており、当該事業所の所在が確認できない。 

また、申立人は、当該事業所における同僚及び当該事業所を紹介したと

するＡ市役所の課長の氏名を記憶していないところ、Ａ市役所も申立人

に係る資料を保存していないことから、当該課長を特定することができ

ない。 

さらに、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録も無い上、申立人

が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる関連資料は無い。     

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1039 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10 月１日から４年５月 31 日まで 

    私は、平成３年 10 月から４年４月までの間、50 万円以上の月給をも

らっていたので、給与相当の標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成４年５月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約４か月後の同年

10 月７日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が３年 10 月から４年４月

までの期間について、53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていること

が確認できる。 

しかしながら、申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役として同事業

所に在職し、厚生年金保険の被保険者であったことが、閉鎖登記簿謄本及

び事業主の回答により認められる。 

また、申立人及び事業主は、当該遡及訂正処理に申立人が関与してい

たことを認めている。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

Ａ社の取締役である申立人が自らの標準報酬月額の訂正処理に関与しなが

ら、当該処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録の訂正を認めることはできない。 



千葉厚生年金 事案 1040 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年９月１日から 10 年４月１日まで 

② 平成 10 年５月１日から 11 年 10 月１日まで 

私は、平成９年９月にＡ社Ｂ営業所に入社し、10年４月１日にＣ営業

所へ転勤した。年金記録をみると、同年４月の１か月しか厚生年金保険

の加入記録が無い。申立期間も当該事業所へ勤務しており、給与から厚

生年金保険料が引かれていたはずであるから、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社Ｂ営業所に平成９年９月１日から勤務し、10 年４月１

日から同社Ｃ営業所で 11 年９月末まで勤務したと主張しているが、雇用

保険の加入記録は、申立人が同社Ｃ営業所に転勤になったとする 10 年４

月１日から同年４月 30 日までの記録しか無く、社会保険庁のオンライン

記録とも符合する。 

また、申立人は、Ａ社Ｃ営業所在籍中にＤ病院で健康保険被保険者証

を使って治療を受けたと主張しているが、同病院が提出した資料により、

申立人が国民健康保険被保険者証を使用して平成 10 年６月 30 日から受

診していることが確認できることから、申立人が申立期間②において厚

生年金保険の被保険者でなかったことが確認できる。 

さらに、申立人は、営業担当で給与は歩合制でわずかな保障はあった

と説明しているところ、内勤の元同僚は、「申立人は、営業担当の外勤

で、外勤の者は歩合制の外務員報酬を受けており、契約内容によって厚

生年金保険への加入の取扱いが異なっていた。」と供述し、申立人が入

社する２か月前に退職している元Ｃ営業所長は、「外勤の者は出入りが

激しく、ある程度落ち着くと思う人は、厚生年金保険に加入していたと



思うが、ほとんどの者は加入していなかった。」旨の回答をしている。 

加えて、Ａ社は、平成 13 年４月 26 日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、当時の事業主と連絡が付かないことから、申立人の申

立期間当時の勤務実態は不明である上、ほかに申立人の申立期間におけ

る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



千葉厚生年金  事案1041 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： 平成14年４月１日から15年６月25日まで 

私の申立期間の標準報酬月額が知らないうちに引き下げられている。

社会保険事務所に標準報酬月額の訂正届を出した覚えは無いので、正当

なものに戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、平成15年６月25日に解散を理由に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、社会保険庁のオンライン記録により、その約

１か月後の同年７月22日付けで、申立人の14年４月から15年５月までの

標準報酬月額が41万円から９万8,000円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが

確認できる。 

しかし、Ａ社の閉鎖登記簿謄本及び申立人の供述により、申立人は専

務取締役であり、事業主の息子であったことが確認できる。 

また、Ｂ厚生年金基金が保管する当該事業所から提出された申立人の

給与減額に係る算定基礎届及び月額変更届（平成15年７月18日受付）に

は、申立人の報酬を月額10万円とする旨の取締役会議事録が添付されて

おり、同会議に出席した事業主及び申立人の記名捺印が確認できる。 

さらに、社会保険事務所が保管する滞納処分票により、社会保険事務

所と当該事業所の事業主が複数回にわたって面談し、専務取締役であっ

た申立人の給料を平成14年４月にさかのぼって減額することにより滞納

保険料が相殺となるとのやり取りが行われていたことが確認できるなど、

当該遡及訂正に申立人が関与していなかったとは認め難い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

取締役である申立人が自らの標準報酬月額の遡及訂正処理に関与しなが



ら、当該処理が有効なものでないと主張することは、信義則上許されず、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正する必要は認められ

ない。 

 

 

 



千葉厚生年金 事案 1042 

   

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

                 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年５月から 38 年３月まで 

私は、昭和 37 年５月から 38 年３月まで、夫と一緒にＡ社で正社員と

して働き、厚生年金保険料も控除されていた。夫と同僚の加入記録はあ

るのに、私の記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が名前を挙げた複数の同僚がＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿で確認できること及び同僚の証言により、申立人が当該事業所に

勤務していたことは推認できる。 

   しかし、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には、申立期間において申立人の名前は無く、健康保険の

整理番号に欠番は無い。 

また、当該事業所の事業主は、「申立期間当時の資料が無く、申立人

の勤務実態は不明。」と回答している上、元同僚からも申立人の勤務期

間、厚生年金保険料の控除等についての証言を得ることができず、ほか

に申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 1043 

   

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月から 43 年２月 12 日まで 

私は、昭和 42 年６月にそれまで勤務していた会社が倒産し、１か月

くらい就職活動をして、同年９月にはＡ社に入社していたのに、同社で

の厚生年金保険の被保険者資格取得日が 43 年２月 12 日となっているの

に納得できないので、調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した昭和 42 年 11 月付けのＡ社からの結婚式の祝電及び元

同僚の証言により、申立人が申立期間に当該事業所に勤務していたことは

推認できる。 

しかし、申立人は、「当該事業所に誰かと一緒に入社したとか、同時に

入社した者はいなかった。」と述べているところ、社会保険事務所が保管

する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人と

同じく昭和 43 年２月 12 日に資格取得した者が申立人を含めて７人いるこ

とが確認できることから、当該事業所では、入社の都度厚生年金保険の被

保険者資格取得に係る事務を行わず、ある程度まとまった段階で資格取得

に係る事務手続を行っていたことがうかがえる。 

また、当該事業所は、平成 13 年 7 月 21 日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、当時の事業主は既に他界していることから、申立人の

申立期間当時の勤務実態は不明であり、ほかに申立人の申立期間における

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


